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津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本方針 
（案） 
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１．津久井地区の現状と課題 

（１）津久井地区の特性 

津久井地区は相模原市の西方に位置し、旧津久井町をまちづくり区域としてお

り、面積は１２２．０４平方キロメートルと２２地区あるまちづくり区域の中で、

最も広い面積を有しています。 

神奈川県の水源地としての津久井湖及び宮ヶ瀬湖、また、道志川やそれらを支え

る広大な水源林などの豊かな自然を有する自然環境に恵まれた地区であると同時に、

こうした地形上、山林や斜面地を背負う住宅地等において、土砂災害警戒区域等に

指定されている箇所も多く見られます。 

生活拠点としては、国道４１３号、国道４１２号などの沿道を中心に、古くから

商業の中心で住宅地の広がる中野・三井、圏央道相模原インターチェンジに近い串

川、三ケ木バスターミナルなど交通の要所である津久井中央、宮ヶ瀬湖など観光地

がある鳥屋、道志川沿いにあり豊かな農地が広がる青野原、山梨県に接し豊かな自

然と温泉やキャンプ場などの立地が特徴の青根などの単位で集落が形成されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜津久井地区＞ 
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（２）人口 

津久井地区の人口は、２０２０年（令和２年）時点では２４，２０５人ですが、

４０年後の２０６０年（令和４２年）には、約５４％減少の１１，２５０人になる

と予測されています。 

人口区分別にみると、年少人口、生産年齢人口、高齢者人口の全ての区分で減少

し、特に年少人口は今後一貫して減少するなど少子化が進行しています。高齢化率

は、既に３５％を超えており、２０３８年には５０％を超える見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共施設 

ア 施設の配置状況 

津久井地区は、中野に旧津久井町役場である津久井総合事務所、県の合同庁舎

や警察署など、広域的な公共施設が設置されているほか、集落単位で身近な生活

に必要な出張所や学校などが設置されています。 

また、鳥居原ふれあいの館
いえ

、青根緑の休暇村いやしの湯、尾崎咢堂記念館など

の観光施設や歴史・文化施設も点在しています。 

 

  

＜年齢３区分別人口及び高齢化率の推移（2015 年～2065 年）＞ 

出典：2015 年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計 

＜津久井総合事務所＞ ＜津久井中央公民館＞ 
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イ 老朽化の状況 

市が保有する津久井地区内の公共施設の７２％が築３０年を超えており、老朽

化が進行しています。 

特に、津久井総合事務所は、学校と市営住宅を除き、市体育館に次ぐ市内で２

番目に古い施設であり、早急な対策が必要であるとともに、周辺には津久井中央

公民館・津久井老人福祉センターや津久井保健センターなど、築３０～４０年が

経過し、老朽化による改修時期を迎えている施設があります。 

また、公共施設に求められるサービスや機能は時代とともに変化しており、施

設の改修・更新をはじめ、様々な機会を捉えて見直していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜津久井地区築年別保有状況と施設別保有状況＞ 
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行政課題等 地域課題等

公共施設の老朽化
（公共施設マネジメント）

公共サービスのあり方
（行政・市民サービス）

自然災害
（災害対策）

人口
（人口減少・少子高齢化）

厳しい財政状況・社会やニーズの変化への対応 安心して暮らせるまちづくり

津久井総合事務所周辺の公共施設の再編・再整備による
持続可能なまちづくりに向けた地域拠点の創出

～限られた財源の中においても地域・民間・行政の創意工夫による魅力ある施設づくりを～

２．津久井総合事務所周辺公共施設の再編・再整備に向けた取組について 

（１）取組の方向性 

津久井総合事務所は、旧津久井町役場として昭和３９年に建設し、令和６年に

は築６０年になるなど、老朽化による建替えの検討時期を迎えています。 

また、周辺には多くの公共施設が集積し、それぞれに課題を抱えている状況で

あるとともに、地区としても、人口減少や自然災害など、様々な地域課題を抱え

ています。 

本事業は、津久井総合事務所周辺の公共施設を含めた公共施設の再編・再整備

を行うことで、津久井地区における地域拠点を創出し、持続可能なまちづくりの

実現を目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の位置付け 

本事業は、以下の計画に位置付けられているほか、アクションプログラムのリー

ディングプロジェクトに位置付け、取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画名 位置付け

相模原市総合計画
（令和２年３月）

区別基本計画（緑区基本計画）
取組目標Ⅵ「交流し、高め合う」まちづくり
取組の方向Ⅵ－２ 地域の多様性を踏まえた区民サービスの向上
公共施設の利用実態や利用者ニーズを的確に捉え、施設の有効活用や複合化、窓口

のワンストップ化を進めるなど、適切かつ効果的な施設配置を検討し、区民サービ
スの向上を図ります。

相模原市公共施設
マネジメント推進
プラン
（平成２９年３月）

Ⅳ 施設配置の方向性（２２地区）
４津久井地区
第２期（令和２年度から令和１１年度まで）
津久井総合事務所は、津久井地域における行政運営の拠点として、複合施設である

まちづくりセンターのほか、公民館や保健センターなどの周辺施設も含めた中で、
一体的に公共施設の再編・再配置を検討します。

相模原市
一般公共建築物
長寿命化計画
（令和２年３月）

４ 長寿命化実施計画
（１）計画的保全建築物
ア 改修・更新の考え方
建設後４０年以降経過した建築物については、あらかじめ施設の在り方及び方向

性を検討した上で、単独の施設で長寿命化改修又は再編・再整備の手法を決定し、
工事を実施します。
→津久井総合事務所は、再編・再整備の実施予定一覧表に掲載

相模原市行財政
構造改革プラン
（令和３年４月）

津久井総合事務所周辺公共施設再整備事業
【方向性：維持／手法：複合化】
○老朽化した津久井総合事務所の在り方を検討するとともに、津久井保健センター
や津久井中央公民館など周辺の公共施設を含めた再編・再整備を検討します。
検討対象候補施設
津久井総合事務所、津久井保健センター、津久井中央公民館、
津久井老人福祉センター、相模原西メディカルセンター急病診療所 ほか
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（３）津久井総合事務所周辺公共施設配置図（対象範囲） 
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（４）事業全体のスケジュール 

施設の老朽化の状況を踏まえて、現時点では、令和１１年度の供用開始を目標と

します。 

令和３年度は、市民対話ワークショップを通じて目指すべきビジョンを共有しま

した。 

令和４年度以降は、市民検討会による基本構想の策定など、実現性を考慮しなが

ら計画の具体化や実施内容の選択を行い、事業の実施へつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．市民対話ワークショップ等における再編・再整備に向けたビジョンの共有 

（１）ワークショップの目的・概要 

地域の皆さまと共に、これからの津久井総合事務所、周辺の公共施設に期待する

ことや施設での活動イメージを考え、将来（未来）のビジョンを共有し、今後の施

設の再編・再整備に向けた構想や計画につなげていくため、「津久井総合事務所を

中心とした公共施設のあり方を考える市民対話ワークショップ」を開催しました。 

 

ア ワークショップの参加者・運営体制 

ワークショップには、地域団体や関連団体からの推薦のほか、津久井高等学校

の生徒、施設利用者、一般公募など、様々な立場や世代の方に参加してもらいま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民対話

ワークショップ
基本構想 基本計画 設計・建設

Ｒ３ Ｒ４～Ｒ５ Ｒ５～Ｒ６ Ｒ７～Ｒ１１

目指すべき
ビジョンの共有

計画の具体化
（実現可能な計画づくり）

事業の実施

※今後の検討状況等により、スケジュールは変更となる場合があります。

民間活力の活用可能性を検討
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イ ワークショップの内容 

全４回を開催し、参加者をＡからＣまでの３グループ※に分け、グループワー

クを行いました。 

※第１回、第２回は４グループで実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ワークショップの成果 

全４回のワークショップを通じ、グループごとに、再編テーマ、新しい公共施設

のあり方についてのアイデア、実現のために必要な取組をまとめました。 

 

（参考：各グループの成果まとめ） 
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（３）ワークショップから見えてきたこと 

津久井総合事務所周辺公共施設の再編・再整備に向け、ワークショップから得ら

れたアイデアや意見、実現のために必要な取組を整理しました。 

 

キーワード 再編に向けたアイデア・意見 

機能性 ・世代間の交流ができる機能、行政の手続き等ができる機能を１つの施

設にまとめる 

・申請や各種届出がまとめてできる場所が欲しい 

・利用者が少ない施設や機能を集約化する 

・津久井総合事務所の中に、津久井保健センターや相模原西メディカル

センター急病診療所を入れる 

・津久井地域包括支援センター（高齢者支援センター）の機能を集約・

複合化する 

・人口減が考えられるのでコンパクトにする 

・今後数十年使用する施設のため、用途の変化に対応できる間取り等に

する 

・デジタル化を進める 

利用しやす

さ・やさし

さ 

・コンシェルジュ的窓口を設ける 

・分かりやすい案内やサインで誰もが利用しやすくする 

・ベビーカーや車いすでも入りやすい明るい雰囲気にする 

・個人利用ができるようにするなど、施設の予約方法を見直して利用し

やすくする 

・高齢者や小さな子どもにも優しい施設にする 

・赤ちゃんの親同士が、連携できるような施設を考える 

・多様性を考える 

・バリアフリーの建物にする 

・ＬＧＢＴＱの方が利用しやすいトイレを設置する 

・職員の休憩スペースを設ける 

・駐車場を広くする、駐車場（台数）を増やす 

・子育てしやすいまちにする 

・歩きやすい環境整備を行う 

・ベビーカーや車いすでも安全に通れる歩道整備を行う 

防災・災害 ・土砂災害に強い施設にする 

・防災を意識し、多機能な施設にする 

・一部機能を土砂災害警戒区域外に建設する（分庁舎） 

・災害時に使えるエネルギーを確保する 

・避難所のトイレは広く車いすでも使用できるようする 

自然・環境 ・自然との調和を考える 

・自然（水と緑）を大切にする（津久井らしさ） 

・省エネ仕様の建物にする 
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・太陽光発電を設置する 

・津久井産の木材をうまく活用した建物にする 

・水とみどりをイメージできる建物にする 

・グリーンインフラなどエコに配慮した建物にする 

交流・賑わ

い 

・世代交流の場、みんなが気軽に集まれる施設にする 

・みんなの公共施設として、明るくオープンな施設にする 

・「楽しめる」「共生」の視点をもった公民館、子どもの遊び場をつく

る 

・津久井中央公民館の図書室を広くして利用しやすくする 

・民間と連携して、道の駅のような観光施設を作る 

・キッチンカーなど、移動販売を行い、人が集まりやすいエリアにする 

・カフェ、食事のできる場所を設ける 

・広々と明るいゆっくりできるスペースをつくる 

・歴史を知る 

・自然・歴史を生かした施設にする 

 

 

キーワード 実現のためのアイデア・意見 

財源の確保 ・使わない資産（土地・建物）を売る 

・新しい施設に民間施設を入れて賃料を得る 

・施設の有料化、利用率を上げる 

・クラウドファンディングを活用する 

市民協働 ・地元の物産などを販売する 

・市民ボランティア、地域の人材を活用し、施設の管理・運営に協力す

る 

・津久井のＰＲ、施設の特徴を広める 

・民間の意見を取り入れる 

※第３回ワークショップ、第４回ワークショップ及び第４回ワークショップ後に実施

したアンケートを基に整理 

 ※ワークショップの詳細は、「津久井総合事務所を中心とした公共施設のあり方を考

える市民対話ワークショップ報告書」を参照 
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（４）まちかどパネル展による意見募集 

この取組を広く地域住民の方に知っていただくとともに、再編・再整備に向けた

意見やアイデアを募集するため、パネル等を用いたオープンハウス型説明会を実施

しました。 

実施日 時間 場所 参加者数 

令和４年２月２７日（日） 

午前１０時 

～午後４時 

ダイエー津久井店 

店舗正面スペース 
３６１人 

令和４年３月 ３日（木） 

令和４年３月１２日（土） 津久井中央公民館 

１階ホワイエ前 令和４年３月１６日（水） 

 

  ア 津久井地区や津久井総合事務所周辺の魅力と課題 

    アンケートの結果から、津久井地区の魅力は自然や自然を生かした観光資源が

たくさんある、総合事務所周辺に公共施設やスーパーなどが集まっていて便利で

あると感じている人が多いことが分かりました。 

    また、課題としては、人口が減っており子どもや若い人が少ない、飲食店が少

ない、公共交通が少なく不便であると感じている人が多いことが分かりました。 

192

167

132

47

95

138

145

14

0 50 100 150 200 250

①人口が減っている。子どもや若い人が少ない

②商業施設（飲食店等）が少ない

③公園や子どもの遊び場が少ない

④公共施設が少なくて不便

⑤公共施設が古く、使いづらい

⑥歩道がない道が多く、歩行者にとって危ない

⑦公共交通が少なく、移動が不便

⑧その他

（件）
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83

124

66
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0 50 100 150 200 250 300 350

①古い建物が残っていて、まちの歴史を感じる

②湖や川、山などの自然がたくさんある

③キャンプ場、湖などの観光資源が多い

④公共施設やスーパーなどが集まっていて便利

⑤地域ごとに学校や出張所があって暮らしやすい

⑥駐車場が広い施設が多く、車での生活が便利

⑦地域のつながりや絆が強い

⑧その他

（件）＜魅力＞ 

＜課題＞ 
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  イ 津久井総合事務所周辺の公共施設の再整備を考える上でのポイント 

    アンケートの結果から、重要だと思う視点としては、気軽に立ち寄りやすい、

災害に強い、みんなにやさしい（バリアフリー）などを求める意見が多いことが

分かりました。 

    また、必要だと思うサービス・機能としては、一箇所でまとめて手続ができる

窓口、医療や福祉サービス、災害への備え、子どもに関するサービスの充実、交通

アクセスなどを求める意見が多いことが分かりました。 
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①一箇所でまとめて手続きができる窓口

②医療や福祉サービスの充実

③子育て・保育サービスの充実

④子どもや子ども連れが気軽に遊べる場所

⑤イベントもできるロビーや屋外広場

⑥様々な市民活動に利用できる貸室・ホール

⑦勉強や仕事ができるスペース

⑧津久井の歴史や文化を学べる展示コーナー

⑨観光などの情報発信機能・スペース

⑩災害時に避難でき、物資を保管できる場所

⑪多様性に配慮したトイレや設備

⑫カフェやコンビニ等の便利施設

⑬職員が働きやすい環境（事務室、休憩室）

⑭太陽光発電の利用等による省エネルギー化

⑮交通アクセス（駐車場・公共交通）

⑯上記の選択肢以外

（件）

192

66

87

119

159

94

98

30

46

44

34

44

5

0 50 100 150 200 250

①気軽に立ち寄りやすい

②多世代交流

③まちの賑わい・活性化

④みんなにやさしい（バリアフリーなど）

⑤災害に強い

⑥自然・環境にやさしい

⑦津久井らしさ（歴史・自然・文化）

⑧コンパクトで便利

⑨時代の変化に柔軟に対応できる

⑩お金をかけない

⑪民間との連携

⑫デジタル化

⑬上記の選択肢以外

（件）＜重要だと思う視点＞ 

＜必要だと思うサービス・機能＞ 
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４．津久井総合事務所周辺の公共施設の再編・再整備に向けた基本的な考え方 

市民対話ワークショップの成果等を踏まえ、本事業の実現に向けた基本的な考え方

として、基本理念と方針をまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基本理念 

津久井地区は、山や川といった水と緑に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、古く

は養蚕業の発展などを背景に、津久井街道沿いを中心に人が集まり栄えてきた歴史

あるまちです。 

津久井総合事務所を中心に生まれ変わる公共施設は、こうした豊かな自然や歴史

を次の世代に継承しつつ、未来に向けた創造のシンボルとして、災害に強く、身近

な生活に必要な行政サービスが提供できる利便性の高い場であると同時に、誰もが

気軽に集い、活動し、ともに育む場として、次のとおり基本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

  

ともに育む“つくい”の拠点 

～自然と歴史を感じるみんなの交流空間～ 

＜基本理念・方針の検討の流れ＞ 
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（２）方針（視点） 

基本理念に基づき再編・再整備する公共施設の具体化に必要な要素について、市

民対話ワークショップ等における意見や公共施設マネジメントの視点を踏まえた５

つの方針（視点）として掲げます。 

 

方針１ 津久井の魅力（歴史・郷土・自然等）に触れ、協働による賑わいが生まれ

る場所 

子どもから高齢者まで、特別な用事がなくても誰もが気軽に立ち寄ることが

でき、津久井の歴史・郷土・自然などに触れながら多様な世代や立場の人達が

学び・交流することで、新たな賑わいと活気が生まれる、開かれた施設を目指

します。 

また、施設需要に対応した駐車場や様々なイベントなどに活用できるオープ

ンスペースを確保するとともに、住民・行政だけでなく、地元の企業や学校と

の連携を強化し、様々な主体が協働することで、更なる魅力向上と持続可能な

地域づくりに取り組みます。 

 

【今後、基本構想等の策定に向けて具体的な検討を進める項目例】 

・乳幼児連れの保護者や子どもも訪れやすい、市民交流の場としての津久井中

央公民館、津久井老人福祉センター等のあり方の検討 

・市民が集えるオープンスペース（ロビー、屋外空間等）、需要に対応した駐

車場の整備 

・住民・民間・行政における共創の場の創出（イベント・企画、コワーキング

スペース、飲食店等） 

・津久井の魅力（歴史・郷土・自然・観光等）の情報発信機能やスペースの整

備 

 

方針２ 暮らしの安全・安心を支える場所 

近年多発する大規模自然災害に備え、現地における災害対策の拠点としての

業務継続性を確保するとともに、災害時における必要物資の貯蓄や受入れがで

きる、安全で災害に強い施設を目指します。 

また、地域で暮らす人が安心して子育てができ、生涯にわたって暮らせるよ

う、子育て・福祉・医療環境の確保・充実に取り組みます。 

 

【今後、基本構想等の策定に向けて具体的な検討を進める項目例】 

・災害に強い敷地・配棟計画、電源の多重化等による冗長性、物資受入れスペ

ースの確保 

・身近で利用しやすい子育て・福祉相談サービス・環境の充実 

・相模原西メディカルセンター急病診療所のあり方の検討 

・老朽化が進み、土砂災害警戒区域内にある中野保育園の在り方の検討 
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方針３ コンパクトで機能的な場所 

     効率的で利用しやすい住民サービスの提供と施設の整備・管理コストの削減

の両立を図るため、各種申請や証明発行サービス窓口のワンストップ化、ＩＣ

Ｔ技術の活用による業務効率化、施設の複合化による諸室の共有等により、コ

ンパクトで利用しやすい施設を目指します。 

また、ニーズの多様化や将来需要の変化に柔軟に対応できるよう、施設の可

変性を確保します。 

 

【今後、基本構想等の策定に向けて具体的な検討を進める項目例】 

・津久井総合事務所周辺公共施設の複合化（津久井保健センター、津久井中央

公民館、津久井老人福祉センター、相模原西メディカルセンター急病診療所

等） 

・コンパクトで利用しやすい窓口サービスの配置 

・フレキシブルに対応できるスペースの確保 

・フリーアドレスの導入、ペーパーレス化の推進等 

 

方針４ みんなにやさしい場所 

障害の有無、年齢、性別等にかかわらず、施設を訪れる誰もが利用しやすい

ユニバーサルデザインに対応した施設を目指します。 

また、より良質な住民サービスを提供するため、住民の暮らしや活動を支え

る職員の職場環境を整え、業務効率の向上を図ります。 

 

【今後、基本構想等の策定に向けて具体的な検討を進める項目例】 

・多様性に配慮し、多機能で誰もが利用しやすいトイレ、分かりやすいサイン

の導入 

・プライバシーに配慮したスペースの確保（相談スペース、授乳スペース等） 

・職員が働きやすいオフィス設計（執務レイアウト、福利厚生スペース等） 
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方針５ 津久井の自然を感じ、環境と共生する場所 

地球環境への負荷を軽減するため、自然を生かした採光や空調システムの導

入、太陽光発電、地下水などの自然エネルギーの導入・再利用等を積極的に進

めることで、自然環境にやさしい施設を目指します。 

また、津久井産材を活用することで循環型社会の形成と地場産業の活性化を

図るとともに、水や緑などの津久井の持つ自然の魅力を感じられ、周辺環境に

配慮したデザイン、色彩、配置計画とすることで、周辺の景観との調和を図り

ます。 

 

【今後、基本構想等の策定に向けて具体的な検討を進める項目例】 

・施設における再生エネルギー・省エネルギーシステム等の導入、ＺＥＢ化の

研究等 

・庁舎における津久井産材の積極活用や緑化空間の確保の検討 

・津久井らしさを生かした周辺環境と調和したランドスケープデザイン 

 

５．基本構想の検討に当たって 

令和４年度以降、本基本方針に基づき、次のとおり基本構想の策定に向けた検討を

行います。 

 

（１）主な検討項目 

・整備内容（事業用地・規模・面積・諸条件） 

・導入機能の整備方針 

・整備パターン、手法の検討・評価・分析 

・事業の進め方と留意点 

 

（２）検討体制 

検討に当たっては、学識経験者、地域の関係団体、施設利用者、公募市民等で構

成する市民検討会を設置し、整備に向けた導入機能等の検討を行います。 

また、関係課で構成する庁内連絡調整会議を設置し、行政機能の在り方の検討や

施設の整備等に関する技術的な検証・評価等の検討を行います。 


